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内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 20 年 12 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり内部統制システムの基本

方針の一部改定について決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 尚、今回の改定箇所につきましては、下線表示しております。 

 

記 

 
 当社は、会社法に基づき「取締役に職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）」構築の基本方針につきまし

ては、取締役会で以下の通り決定し、監査・監督機能の強化に努めております。

 
１．取締役及び使用人の職務に執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  

 （１）取締役及び使用人の行動模範として「アドアーズ行動基準」「アドアーズ法令遵守マニュ

アル」を定め、社内研修等を通じて全社員に周知徹底を図る。 

 （２）コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当該委員会においてコンプライアンス・

リスク管理部が立案したコンプライアンスおよびリスク対応に関する重要な方針を審議

し、その後の進捗状況を監視する。

 （３）法令及び定款に違反する行為が行われ、または行われようとしていることにつき、使用人

等が直接通報を行うための手段として内部通報制度を確立する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

   文章管理規程に従い、取締役会議事録をはじめとする重要な会議の意思決定に関する記録や、 

  職務権限規程に基づき決裁を受けた稟議書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、 

保存及び管理を行う。 

   

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 （１）事業環境、災害、サービスの品質及び情報セキュリティに係るリスクについては、リスク

管理規定に基づいた運用およびそれぞれの担当部署にて、規則、ガイドラインの策定、研

修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。 

 （２）各担当部署を横断するリスク状況の監視及び全社的対応はコンプライアンス・リスク管理

部が行い、各種契約を始めとした法務案件全般については、法務審査グループがその対応

を行う。 

（３）今後新たに生じるリスクについては、取締役会は速やかに担当取締役または担当部署を定

め、迅速な対応を行う。 



 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 

 （１）当社は、取締役会を原則として月１回開催するほか、必要に応じて臨時の取締役会を適宜

招集、開催する。さらに各関連部門の責任者及び指名を受けた者で構成される経営会議を

月２回開催し、事前に充分な検討、審議を行うことにより、経営の意志決定の迅速化及び

経営効率の向上を図る。 

 （２）代表取締役、各関連部門の責任者等で構成される月次業績検討会、本部長会議等の各会議

体の定期的な開催を通じ、各事業部門の業務執行状況につき、都度の迅速な検討を行い、

適切な対応を実施する。 

 （３）各会議体においては、ＩＴ、電子媒体等を活用し、業務執行状況、審議資料を当該会議体

の構成員全員が共有することにより、効率的な情報伝達を行う体制を構築する。 

 

５．会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  当該会社に関する重要且つ基本的な経営に関する決定、並びに法令遵守体制については、関 

係会社管理規程を定めて適切な管理及び指導を行うことにより、その業務の適正を確保する。 

 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す 

る事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 （１）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議 

のうえ、監査役を補助すべき使用人を設置すること、または監査部員を監査役の職務を補 

助すべき使用人として従事させることができる。 

（２）監査役の職務を補助すべき使用人については、その人事及び考課にあたり事前に監査役と 

協議し、その意見を尊重した上でこれを実施する。 

 

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制 

 （１）重大な法令違反及び事業活動に伴う事故等が発生した場合につき、当該部署は、その内容

を監査役に遅滞なく報告する。 

 （２）常勤監査役は、経営会議、その他重要な会議に出席するものとし、当該会議において、代

表取締役、各事業部門及び各関連部門の責任者は、経営に関する重要な決定、各部門の業

務執行状況及び内部監査部門の実施状況等につき、定期的に報告を行う。 

 

８．その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制 

 （１）監査効率の向上を図るため、内部監査部門を監査役の行う監査の円滑な遂行に協力させる

体制を確保する。 

 （２）監査役が意見の形成等のため、必要に応じて会計監査人及び顧問弁護士を活用できる体制

を確保する。 

 

９．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況 

   当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える勢力、団体には断固たる態度を取り、このよ 

うな勢力、団体とは一切の関係を持たないことを基本方針としており、その旨を行動規範「ア

ドアーズ行動基準」に明文化し、朝礼等での唱和を通じて全社員への周知徹底を図っておりま

す。 



また、平素から総務部が統括部署となり、反社会的勢力に関する情報収集に努めるとともに 

万一、反社会的勢力からの接触を受けた場合は、適宜に警察・弁護士等を含め外部機関と連携 

して組織的に対処いたします。 

 以上 


